
映
画

種
類 第

千

八

百

五

十

四

号

平

成

十

九

年

六

月

十

九

日

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
黒
髪
マ
ダ
ム
レ
ズ
～
三
十
路
妻
と
四
十
路
熟
女
～
〉

男
た
ち
の
夢
音
色

浴
衣
教
師
―
保
健
室
の
愉
し
み
―

欲
し
が
る
和
服
妻
く
わ
え
こ
む

奪
う
女
中
出
し
の
誘
惑

黒
髪
マ
ダ
ム
レ
ズ
～
三
十
路
妻
と
四
十
路
熟
女
～

シ
ョ
ー
ト
バ
ス

聴
か
れ
た
女

淫
情
～
義
母
と
三
兄
弟
～

人
妻
の
衝
動
不
倫
の
あ
と
さ
き

題
名

等

(

火
曜
日)

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

ア
ス
ミ
ッ
ク
・
エ
ー
ス

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
ー

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

四
七
五
ペ
ー
ジ

○
有
害
図
書
類
の
指
定

(

同

)

四
七
六

○
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉
政
策
課)

四
七
六

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
七
六

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
介
護
扶
助
を
担
当
さ
せ
る
機
関
の
指
定
(

同

)

四
七
六

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜

産

課)

四
七
七

○
保
安
林
の
指
定

(

飛�
農
林
事
務
所)

四
七
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

四
七
八

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
計
画
課)

四
七
八

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

四
七
八

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)
四
七
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行
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�

�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日



雑
誌

種
類

プ
チ
プ
リ
ン
セ
ス

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

あ
ち
ゃ

ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン

図
書
類
の
題
名

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
浴
衣
教
師
―
保
健
室
の
愉
し
み
―
〉

2007.
６
月
号

2007.
７
月
号

2007.
７
月
号

2007.
７
月
号

月
日
号
等

㈱
秋
田
書
店

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
ジ
ー
オ
ー
テ
ィ
ー

K
K
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

発
行
所
､
制
作
者
名

新
日
本
映
像

２
指
定
年
月
日

平
成
19年
６
月
18日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
図
書
類

２
指
定
年
月
日

平
成
19年
６
月
18日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
犯
罪
若
し
く
は
自
殺
を
誘
発
す
る
た
め
､
青
少
年
の

健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

恒
川
歯
科
医
院

医
療
法
人
字
翔
会

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町
四

―
三

平
成��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

廃
止
年
月
日

恒
川
歯
科
医
院

恒

川

量

嗣

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町
四

―
三

平
成��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

家
畜
伝
染
病
の
発
生
が
あ
っ
た
の
で
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

病
名

ヨ
ー
ネ
病

二

家
畜
の
種
類

牛

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分
及
び
そ
の
頭
数

患
畜
一
頭

四

発
生
場
所

郡
上
市

五

発
生
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
五
日

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
字
ツ
チ
ト
ヨ
二
四
九
、
字
カ
ン
バ
尾
二
五
〇
の
一
、
二
五
〇
の
三
、
二

五
〇
の
四
、
字
池
之
原
二
五
三
の
一
か
ら
二
五
三
の
三
ま
で
、
丹
生
川
町
岩
井
谷
字
細
豊
一
二
〇
九

の
一
、
一
二
〇
九
の
二
、
一
二
一
〇
、
字
ジ
ャ
ダ
シ
一
二
一
二
、
字
横
手
一
二
一
六
、
字
ス
リ
バ
チ

一
二
一
七
、
一
二
一
八
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日

医

療

法

人

聡

仁

会

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

―
四
七

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

フ

ク

ロ

ウ

の

郷

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

―
四
五

平
成
一
九
・

四
・
一
六

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本
木
六
―

一
〇
―
一

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

コ
ム
ス
ン
の
や
わ
ら
ぎ
大
垣
墨

俣

大
垣
市
墨
俣
町
墨
俣
四
五

二
番
地

平
成
一
九
・

四
・
一
九

医

療

法

人

悠

信

会

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
六
四

五
―
一

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

小
森
デ
イ
ケ
ア
・
リ
ハ
ビ
リ
セ

ン
タ
ー

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
六
四

八
―
五

平
成
一
九
・

四
・
二
五

医

療

法

人

悠

信

会

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
六
四

五
―
一

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

小
森
デ
イ
ケ
ア
・
リ
ハ
ビ
リ
セ

ン
タ
ー

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
六
四

八
―
五

同

医

療

法

人

悠

信

会

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
六
四

五
―
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

小
森
内
科
居
宅
介
護
支
援
事
業

所

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
六
四

八
―
五

同



二

指
定
の
目
的

公
衆
の
保
健

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
高
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
飛�
農
林
事
務
所
及
び
高
山
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
き
い
き
ワ
ー
ク
す
い
と

三

代

表

者

の

氏

名

大
角

廣
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
本
今
六
丁
目
三
十
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
、
中
高
年
齢
者
、
母
子(

父
子)

家
庭

や
若
年
者
な
ど
の
就
職
困
難
な
地
域
住
民
に
対
し
て
、
生
き
が
い

づ
く
り
や
地
域
社
会
に
お
け
る
自
立
を
図
る
事
業
を
行
い
、
健
康

で
安
心
し
て
生
活
す
る
事
が
出
来
る
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
の
活
性
化
や
、
地
域
住
民
等
の
抱
え
る
諸
問
題
の
解
決

を
図
り
、
社
会
福
祉
の
向
上
等
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
上
市
営
土
地
改
良
事
業
鮎
走
地
区
下
地
下
工
区
の
換
地
処
分

を
平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
地
方
法
務
局

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

不
動
産
登
記
法
第
十
四
条
第
一
項
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
六
月
十
一
日
か
ら

同

年
六
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
長
森
本
町
一
丁
目
及
び
野
一
色
一
丁
目
地
内
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○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

都
市
計
画
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら

同

二
十
年
三
月
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
市
全
域

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
北
方
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

北
方
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

都
市
計
画
基
本
図
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら

同

年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

北
方
町
全
域

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
中
津
川
市
加
子
母
字
小
郷
東
の
一
部(

小
郷
東(

Ⅰ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
中
津
川
市(

加
子
母
字
小
郷
東
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
中
津
川
市(

加
子
母
字
小
郷
東
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
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中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
中
津
川
市
付
知
町
字
白
谷
・
外
ケ
洞
の
一
部(

２
区(

Ⅰ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
中
津
川
市(
付
知
町
字
白
谷
・
外
ケ
洞
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
中
津
川
市(

付
知
町
字
白
谷
・
外
ケ
洞
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
飛�
市
神
岡
町
小
萱
の
一
部(

上
村(

Ⅱ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
飛�
市(

神
岡
町
小
萱
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
飛�
市(

神
岡
町
小
萱
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

白
川
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町
大
字
三
川
の
一
部(

三
川
Ⅳ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町(

大
字
三
川
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町(

大
字
三
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
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平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
印
刷

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


